
 

大田市告示第５７号 

 

大田市不妊治療費助成金交付要綱（平成２２年大田市告示第３７号）の

一部を次のように改正する。 

 

令和６年３月２９日 

大田市長 楫 野 弘 和   

 

第５条第１項中「の翌月の」を「から起算して６月を経過した月の」に

改める。 

 

附 則 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 


